
市政に関する地域座談会実施報告書 

 

 

開 催 日 時 平成２１年５月１４日（木）午後７時３０分～午後８時４０分 

会   場 金谷構造改善センター 出 席 者 数
  ８０ 人 

(男６３・女１７)

地域座談会の内容（市長講話・質疑応答の内容等） 

１ 市長講話 

  配布資料に基づき市長説明。 

 

２ 質疑応答 

（１） 

Ｑ：①今後の合併等も考慮して西村山という視点で「金谷地区」を見た場合、

位置、交通利便性に優れており、何らかの公共施設を誘致できないか？

  ②金谷バイパスの南地域に開発公社による宅地開発はどうか？ 

  ③最上川沿いに島地区のフットパスから左沢フットパスまでを結ぶルー

  トを作ればよいと思うが…？ 

 ④バイパスへの取付け道路は、２８７号カーブでの接続など危険な箇所

も見られる。今後の整備を望む。 

Ａ：①現段階で公共施設の構想はない。 

  ②宅地開発は、どこでも大変であり、本市も木の下で苦戦中。将来は別

として、今は考えていない。 

  ③周遊できれば望ましいので、検討させてもらいたい。 

   ④アクセス道路に関しては、今後の市道整備の中で考えていきたい。 

 

（２） 

Ｑ：①高齢者対策の充実に感謝。グランドゴルフ場は、チェリーランド４面、

中山町６面があるが、近くの最上川河川敷等にも整備願いたい。 

  ②高齢者の交通事故増加。高齢者の免許返上「マイカー → 公共交通

機関」のために、市内循環マイクロバスの運行を望む。 

Ａ：①最上川緑地は、みんなが利用できる多目的広場整備を優先する。グラ

ンドゴルフでも使用できるようになる。 

   ②巡回バス運行は、他の座談会でも声が多い。多数が利用できる効果的

  な運行方法等も含めて検討したい。 

（３） 

Ｑ：老人クラブの「ふれあいサロン部会」でサロンを積極的に展開した。 

年間 40 回以上、延８０６名が参加。補助（現在 5万円）の増額を望む。



Ａ：活発な事業展開に感謝。「サロン事業」は公約のひとつ、21 年度は、24

箇所→48 箇所に倍増し実施。今後、男性が参加しやすい事業メニューの

工夫が必要。補助増額の件は要望として承る。 

 

（４） 

Ｑ：駅前の駐車場は年中満杯だ。市の管理か？ 

Ａ：市の所有、管理。無料で使ってもらっている。 

  市の財産でもあり、一定の管理は必要。駅前活性化の観点や、必要な人

が使えるような方法も検討すべき課題である。 

  柏倉局長補足：基本的には 3 時間以内の利用としており、その旨表示し

ている。2:30～9:30 は施錠し、規制。（実際、裏は開いている状態。） 

 

（５） 

Ｑ：定年後、ハートフルセンターで「ふれあい給食」をやっている。市長か

ら現場を見てもらいたい。また、一人暮らし対象の「芋煮会」等の催し

への金谷の人の参加が少ない。積極的参加をお願いしたい。 

Ａ：現場を見に行く。 

 

（６） 

Ｑ：①今日の配布資料の「２１年度予算」の事業ごとの予算額について、予

算全体の中でのパーセンテージの表示があれば、より理解し易い。 

  ②全国的には「寒河江」の認知度は低いが、山形の「さくらんぼ」イン

パクトは強い。強くさくらんぼと結びつけたイメージ発信が重要。 

Ａ：①貴重なご意見、参考にさせていただきたい。 

   ②「さくらんぼ」は、近年、県内他市の宣伝強化により埋没気味。 

    「元祖日本一さくらんぼの里」の位置付けのもと、イベントを含めて

がんばっていきたい。 

 

（７） 

Ｑ：金谷地区の地名表示「大字柴橋○○番地」を分かり易い「大字金谷○○

番地」と変更することはできないか？ 

Ａ：行政手続上、大変難しい。 

  今後、その「難しさ」の程度、内容等を調べてみたい。 

※総合政策課:変更手続きや変更に伴う問題点の整理と回答必要 

 

（８） 

 Ｑ：「墓地」沿いの市道の土留が途中までのため、墓地土手の崩れから３軒 

  分の墓石が傾いている。土留の延長を望む。 

Ａ：市担当課にお願いしているが、手続きが難しい。名義変更、市への寄付

  登記等々の手順が必要であり時間がかかる。担当課に引き続き依頼し、



進めていただいている。 

 

（９） 

Ｑ：市の財政負担軽減のため「花咲かフェア」の入場料の有料化はどうか？

Ａ：有料化しようとすれば、反面、ゲート等の施設整備、人員配置等の費用

が必要となる。又、入場者確保も難しくなるなどの問題があり、難しい。

 最近は、駐車場「協力金」をお願いし、一定の収入確保に努めている。 

現行の無料開催は、旅行代理店にとっては有難いイベントでもあり、立ち

寄りやすい環境をつくっている。 

ここ１～２年は従来どおり行い、その後、イベント全体の再検討を行う 

う予定である。入場料もその中で検討する。 

 

（10） 

Ｑ：バイパスへのアクセス「金谷 7号線」の完成年度はいつか？ 

Ａ：今年度は、用地買収と物件補償を予算化した。 

当初段階では、買収、補償も全線分ではなかったが、追加経済対策のな

かで、21 年度で行う計画とした。） 

 工事は、来年度以降の予定。 

   （前建設課長の補足等の後、改めて市長が整理して上記を回答。） 

 

（11） 

Ｑ：円福寺横の道路を市道編入したが、その後の対応は？ 

Ａ：当面、改良予定等ない。 

 ・区長からは、現状の道路幅では除雪もできないので拡幅願いたい旨の 

要望が述べられた。 

 

（12） 

Ｑ：金谷地区の下水道の整備計画は？ 

Ａ：現在の計画は、Ｈ２２年度までの計画であるが、同計画では整備の予定

  はない。新たに、Ｈ２３年度以降の計画を作るが、その中で周辺部を含

めて検討を行う。 

   早期に整備したい考えもあるが、実際上の問題として各家庭でも金が

  かかることになることから、なかなか普及が進まないなどの問題もある。

 

（13） 

Ｑ：①市が発行する各種証明等のネット、メール等での電子化は？ 

②工業団地の拡張に着手したが、雇用拡大の観点から企業誘致計画は？

Ａ：①早めの対応に努める。 

※ 総合政策課長補足 

現在、県内全市町村は、県一本のプログラムを用いて行っている。証



明書の電子発行のためには、付随する手数料の収納も電子的に行うこ

とが必要なことからまだ実施には至っていない。 

   ②新たな立地促進のため、約２０ha の拡張を準備し、企業誘致も進めて

いる。景気が急激に悪化している現在、企業立地は難しい面もあるが

がんばっていく。  

 

（14） 

Ｑ：「学校給食への取組状況は？ 

Ａ：教育委員会では、「教育振興計画」を策定し、計画に基づき、教育行政を

推進している。本市の現計画では、中学校給食は行わない方針となって

いるため、見直しが必要であり、その作業に入っている。 

公約で実施の目途２年としており、計画見直しを並行して、具体的な実

施方法を外部の委員も含めた検討委員会検討していただいている。 

県内では、最後の実施となるが、県内での実施状況を参考にして、最も

優れた方法で中学校給食を実施していきたい。 

 

後日回答 

 

○ ふれあいサロンについて（健康福祉課） 

「ふれあいサロン事業」は、今年度 24 か所から 48 か所に倍増しましたが、市

内全地区に設置すべく事業を進めているところです。 

今年度初めて事業を立ち上げるサロンには、男性の参加を積極的に進めてい

ただくことや事業のメニュー等について説明したり、継続のサロンにもテーマ

や講師の紹介を行い、活発なサロン事業の展開を図っていきたいと考えており

ます。また、本年 9 月 3 日に「支え合う地域づくりをめざして」をテーマに、

地域づくりのノウハウや全国の地域の実践例に詳しい講師の先生を迎え、講演

とふれあいサロン実施団体からの実践報告などのふれあいサロン活性化研修会

を開催する予定です。今後とも大勢の方の参加が得られ、高齢者が元気になる

ような事業にしてまいります。委託料の増額については、まずは実施団体の増

に努めておりまして増額については、考えていないところです。無料でできる

事業のメニュー等を活用していただき、運営をお願いしたいと思っております。

 

○芋煮会の参加者の件について  （健康福祉課） 

「芋煮会」の件ですが、ひとり暮らし老人の集い事業として、社会福祉協議

会が年 2回 7月と 10 月ころに実施しております。参加者への呼びかけは民生児

童委員にお願いし、取りまとめております。多くの参加を得られるようにさら

なる事業の周知を図っていきたいと考えております。 

 

○ 金谷地区の地名表示「大字柴橋○○番地」を分かり易い「大字金谷○○番



地」と変更することはできないか？（総合政策課） 

 

 

字の名称と区域の変更は、一般的には住居表示を行う場合や土地区画整理事

業に伴って変更が必要になるなど特定の理由がある場合になされます。 

しかし、本市では、これら一般的な理由のほかに、大字寒河江地内の一部に

おいて、地区民の要望に応え、字名を町名に変えて、市街地らしく、またわか

りやすい住所を使用できるようにした経過があります。 

大字柴橋字金谷を大字金谷に変更することについて法務局と協議したとこ

ろ、法務局において膨大な事務量が発生するものの、特に支障が生じることは

ないとのことでありましたが、１地区だけでなく市全体に波及することである

ので、全市的な見地から検討する必要があるのではないかと助言をいただいた

ところです。 

具体的に実施するとなれば、市議会の議決を経て変更を行うことになります

が、住所が変わることにより、地区の方一人一人から、登記の変更のほか、い

ろいろなところに届けている住所を変更していただく必要があり、負担をおか

けすることになります。 

 また、地区の方全員に影響があることですので、地区全体の要望としてまと

めていただく必要があります。 

 つきましては、全市的な見地と、個人の負担が伴うことを了承した上での金

谷地区民の総意としての強い要望であるという点を踏まえた中で検討してまい

ります。 

 

 


